
平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１ 
【発生年月】 平成２６年４月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／５３５kW／食品加工／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＬＢＳ／電気管理技術者（７０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 電気管理技術者は、年次点検に備えて事前に高圧ケーブルの
シースの電流測定を行なおうと、キュービクル前面からクランプメー
ターを持った右手を入れたところ、ＬＢＳに手の甲が触れて感電（手
袋着用）した。 
 通常時のケーブルシース電流測定は、キュービクル側面扉から行
なっていたが、今回は晴天の昼間だったため、通常のやり方ではク
ランプの液晶が見えずらかったことからキュービクル前面扉からに
変更した。 
 
【原因】 
 通常時に実施していた作業方法を変更したこと。また、変更した前
面扉開放時における充電部の確認をしなかった。 

通常はこちらの
扉を開放 

事故時に開放した
扉方向 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例２ 
【発生年月】 平成２６年５月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／１５０kW／介護施設／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
２００V銅バー／電気管理技術者（７０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 電気管理技術者は、年次点検が終わり、点検成績書を記入してい
たところ、キュービクル低圧盤の赤色灯が表示（動力非常電源確認
表示灯）していることが、異常を表示している状態だと思いこんでし
まった。 
 そのため、キュービクルを開けて目視点検をしようと身体を入れた
ところ、鼻がＭＣＣＢ１次側銅バーに接触し、感電した。 
 
【原因】 
 非常用電源確認表示灯は点灯していることが正常状態だと理解し
ていたが、赤色だったことから、咄嗟に異常表示だと思い込んでし
まった。 

鼻が触れたと推測
される箇所 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例３ 
【発生年月】 平成２６年７月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／７８５kW／テナントビル／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＬＢＳ／ビル管理会社従業員（５０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 ビル管理会社は、建物売却に伴い不動産仲介業者から、ＰＣＢ機
器調査結果記録と、実際の変圧器型番の確認依頼を受けた。 
 ビル管理会社従業員１名は、依頼のとおり確認しようと、キュービ
クル内の変圧器銘板の写真を撮るため、デジカメを持った状態でア
クリル板の間に頭を入れたところ、ＬＢＳ端子部に頭部（ヘルメット未
着）が触れて感電した。 
 
【原因】 
 被災した従業員は、高圧低圧電気取扱教育を受けており、日常的
にキュービクルを開けて変圧器の温度計確認を行うなど、キュービ
クル内が危険であることは理解していたが、撮影くらいなら問題ない
と単独で判断をし、上司の指示や電気管理技術者からの必要な指
示を受けなかった。 

変圧器銘板箇所 

感電箇所 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例４ 
【発生年月】 平成２６年７月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／９０kW／ゴルフ練習場／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＭＣＣＢ／電気管理技術者（７０代）／アークによる負傷 
 
【事故概要】 
 電気管理技術者は、月次点検で変圧器２次側の洩れ電流を測定
するため、キュービクルに身体を近づけた際、ズボンのポケットにし
まったはずの金属製のリングホルダー（キーホルダー類）がポケット
から一部露出していたため、リングホルダーがＭＣＣＢ１次側端子部
に触れ、アークが発生し、顔面の一部と右手を負傷した。 
 
【原因】 
 金属製のリングホルダー（キーホルダー類）がポケットに仕舞いき
りれていなかった。 

腰につけたリン
グホルダーが触
れた箇所 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例５ 
【発生年月】 平成２６年８月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／９３kW／製造業／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＭＣＣＢ／電気管理技術者補助者（４０代）／アークによる負傷 
 
【事故概要】 
 電気管理技術者の補助者は、新設物件受電後の検相チェックを
行おうと、２００V電源ブレーカー１次側で検相器をセットしていた。 
 赤相の検相が完了し、白相に検相クリップをセットしようとしたとこ
ろ、誤ってクリップを相間に渡してしまい、相間短絡によりアークが
発生し、負傷した。 
 
【原因】 
 作業指示者（電気管理技術者）が検相方法などに関する具体的な
指示をしなかったこと等の安全管理を怠ってしまった。 
 

検相を行った箇所 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例６ 
【発生年月】 平成２６年８月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６６kV／１５，０００kW／製造業／専任 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
４００Vブレーカー／請負業者従業員（６０代）／アークによる負傷 
 
【事故概要】 
 設置者から作業期間２日間で、盤５面のブレーカー２次側増し締
め作業の依頼を受けた請負業者は、初日に盤３面を行うこととした。 
 ２日目も初日同様に、設置者従業員が盤のブレーカーを切り、２次
側の検電を行って無電圧であることを確認してから作業に入った。 
 請負業者従業員も無電圧確認の場から立ち会っていたが、その後
の増し締め作業では、誤って充電中の１次側にモンキーを当ててし
まい、アークが発生し、負傷した。 
 
【原因】 
 増し締め作業は過去より定期的に当該請負業者が行っていて、従
業員も実績はあった。 
 負傷した請負業者従業員は、ブレーカー１次側端子にマーカーが
あったことから、このマーカーが以前点検した場所で、今回作業も同
箇所であると思い込んでしまったとのこと。（電気がきていないと思
い込んでいた） 

充電部の１次側にモンキーをあてた結果の盤内の状況 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例７ 
【発生年月】 平成２６年８月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６６kV／１５，０００kW／製造業／専任 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＬＢＳ／直轄電気関係作業者（５０代）／アークによる負傷 
 
【事故概要】 
 年次点検のうち、モーター設備の絶縁抵抗測定を行うため、各
モーター設備用のＬＢＳを開放していた。 
 最後のモーター設備の絶縁抵抗測定が終了したことから、直轄作
業員によってＬＢＳを投入しようとした際、ＰＦに取り付けられた操作
リングが脱落し、相間短絡によるアークが発生し、負傷した。 
 
【原因】 
・ＬＢＳのＰＦ操作リングが緩んでいた。 
・作業手順書にはＬＢＳ投入の際には、高圧絶縁手袋やヘルメットへ
のアーク防護面の着用が規定されていたが、被災者は作業服上下
に耐熱手袋、アーク防護面の取付がないヘルメットを装着していた。 

脱落したヒューズ
リング 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例８ 
【発生年月】 平成２６年８月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／３８５kW／製造業／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
アーク溶接機／直轄作業者（５０代）／感電死亡 
 
【事故概要】 
 製品責任者と作業者の２名は、製造製品の調整・確認作業を行
なっていた。 
 確認していた製品の一部に、アーク溶接によって調整する必要が
あったことから、作業者は製品に身体を入れて溶接作業をしていた
ところ、把持していたアーク溶接棒が、右首筋に接触し、感電、意識
不明の重体のまま病院へ搬送された。 
搬送２日後に死亡が確認された。 
 
【原因】 
・使用していた溶接機には、自動電撃防止装置が未設置だった。 
・溶接箇所が狭隘だったことから、被災者は無理な体勢を取ってい
た。また、当日は、酷暑だったため、発汗により作業服が湿潤してい
たことも感電の原因と推察される。 
 

溶接作業箇所 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例９ 
【発生年月】 平成２６年８月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
２２kV／１，２００kW／オフィスビル／兼任 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
電灯回路（１００V）／ダクト工事作業者（４０代）／感電死亡（推定） 
 
【事故概要】 
 既存空調ダクトをチャンバーボックスから切り離すため、作業者は
天井裏に入った。 
 床面で待機していた補助者は、天井裏に入った作業者が動かなく
なったことから異変と気づき、身体を叩いたが反応がなかった。 
補助者は、職長、救急等に連絡した後、作業フロアの電源ブレー
カーを落とした。 
 その後、搬送された作業者は、病院において死亡が確認された。 
 
【原因】 
 感電の疑いが高いことから、フロアの分電盤ブレーカーを各回路
投入して検電したが、問題なく、絶縁抵抗測定の結果も良好だった。 
しかし、天井裏には１００V電灯用回路の接続端子が配線されていた

ため、死亡原因を感電と仮定すると、当該回路の充電部（差込型コ
ネクタ）が原因だと推定される。（ただし、被災した作業者には感電し
た痕はなく、ブレーカーはトリップしていない。） 

天井裏にある空調ダクトと照明用差込コネクタ 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１０ 
【発生年月】 平成２６年８月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／１，２００kW／食品加工業／専任 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
電磁弁（２００V）／設置者従業員（４０代）／感電死亡（推定） 
 
【事故概要】 
 事故のあった食品関係の加工を行う工場では、毎年夏期休業のタ
イミングを利用して場内の水洗洗浄を行うこととなっていた。 
 作業は、水洗ホースを持って製造設備などに直接水を当てるもの
で、作業者の服装は、ゴム手袋、ゴム長靴と作業服を着用している
ものの、水で濡れている状態でした。 
 製造設備に係る電源は入ったままで、設備起動スイッチのみ「切」
になった状態であった。 
 事故は、製造設備周辺の水洗作業を担当した作業者４名によって
行われ、うち１名が突然倒れ、もう１名が手すりを触った時に少しピ
リッとくる感触を感じた。 
 この報告を受けた作業班長は、製造設備とは違うフロアにある分
電盤の主ブレーカーを切り、被害者の救助にあたり、病院へ搬送さ
れたが、数時間後に死亡が確認された。 
 
【原因】 
 製造設備のスイッチは切ってあったが、付属する電磁弁は通電中
であったこと、更にケーブル接続部がある電磁弁内に水が溜まった
状態だったことから、この電磁弁から一時的に漏電し、何らかの経
路で被害者に通電したものと推定される。 
 なお、当該製造設備は、常時水気のある場所ではないため、漏電
遮断器は設置していなかったが、この事故を受けて漏電遮断器を設
置した。 

漏電が疑われる電磁弁 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１１ 
【発生年月】 平成２６年９月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／８７kW／製造業／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＬＢＳ／電気管理技術者代行者（７０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 当該事業場を担当していた電気管理技術者が急死したことを受け、
代行者が引き継ぐこととなった。 
 代行者は、月次点検において設備が老朽化していること、また設
備管理台帳が見当たらなかったことから、改めて銘盤確認を行うこ
ととした。 
 そこで、キュービクルを開け、扉枠に足をかけ、アクリル板を上に
持ち上げ、ＬＢＳを覗き込んだところ、足を滑らせて頭部がＬＢＳ２次
側に当たり感電した。 
 
【原因】 
 充電中のキュービクルであるにも係らず、銘盤を確認した。また、
ヘルメットの着用を怠ってしまった。 

アクリルの中にＬＢＳがある。（赤枠部） 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１２ 
【発生年月】 平成２６年９月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／３５０kW／製造業／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＶＴ（計器用変圧器）／電気管理技術者補助者（６０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 停電して行なっていた屋内オープン設備における年次点検で、ＯＣ
Ｒ特性試験を自電源で行うため、一度復電した。 
 電気管理技術者補助者は、ＯＣＲ試験の前に低位置にある主遮断
器の状態をしゃがんだ状態で確認し、立ち上がった際にフラつき、頭
部をＶＴ２次側に接触させたため、感電した。 
 
【原因】 
 充電中となったオープン設備内で、不必要な行動をとったため。 
さらに、ヘルメットの着用を怠っていた。 

屋内オープン設備とＶＴ（手前上）の設置状況 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１３ 
【発生年月】 平成２６年１０月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／１６５kW／オフィスビル／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
断路器／電気管理技術者（７０代）／感電死亡 
 
【事故概要】 
 電気管理技術者は、月次点検において屋内オープン設備の高圧
受電盤上部にある計器を確認するため、脚立に登ったところ、高圧
受電盤上部に突き出る形で設置してある断路器に頭部が触れて感
電し、脚立から転落した。 
 その後病院で死亡が確認された。 
 
【原因】 
 充電部が露出（断路器が突き出ている状態）を認識していたにも
係らず、脚立を用いて不用意に高圧充電部に近づいたため。 

受電盤と上部断路器の設置状況 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１４ 
【発生年月】 平成２６年１０月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６６kV／２５，０００kW／化学製品製造／専任 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
断路器／電気関係作業者（４０代）／アークによる負傷 
 
【事故概要】 
 年次点検を行なう一方で、防災上必要な回路（消火栓等）は停電
できないため、非常用電源に切り替えていた。 
 一連の点検が終了し、復電作業を開始するため、作業者２名で非
常用回路から通常回路に切り替えるため、三極手動断路器を操作
しようとしたところ、電源側に３．３kVの電圧がかかっていたため、
アーク放電が発生し、これに伴う熱風で作業者１名が負傷した。 
 
【原因】 
 復電に伴う切替操作を行う際に、三極手動断路器の負荷側に繋
がる消火栓回路の開閉器が「入」のままだったため、電流が流れる
状態にあった。 

通常回路 

非常用回路 

負荷側回路 

三極手動断路器の設置状況 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１５ 
【発生年月】 平成２６年１０月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／４４５kW／医療機関／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＬＢＳ／電気管理技術者（７０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 電気管理技術者は、年次点検で変圧器の絶縁油試験（酸化値等）
とＰＣＢ含有試験を行うため、絶縁油を採取し、分析機関へ調査依
頼した。 
 翌日、該当変圧器の銘盤に記載のある型式等をメモすることを失
念したことに気づき、保護具未着用の状態で充電中のキュービクル
に身体を入れ、銘盤の写真を撮ろうとしたところ、変圧器上部に設
置しているＬＢＳ２次側に頭部が触れて感電した。 
 
【原因】 
 充電中であることの認識はしていたものの、「大丈夫だろう」と思っ
ていた。 

キュービクル内ＬＢＳの設置状況 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１６ 
【発生年月】 平成２６年１１月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／４００kW／公共機関／専任（統括） 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
遮断器／設備撤去請負業者従業員（４０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 ３次下請（搬出・搬入据付工事会社）の従業員数名で発電機設備
撤去工事の準備確認作業にあたっていた。 
 発電機盤あたりで作業していた作業者１名が、発電機盤の裏側を
開けて、充電中のＶＣＢ１次側に触れて感電した。 
 
【原因】 
 準備確認作業に関して、元請業者は下請業者に対して充電部近
接作業を行なわないことの指示をしていなかった。 
 そのため、負傷した作業者は、盤内が充電中があることの認識を
していなかった可能性もある。 

拡大 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１７ 
【発生年月】 平成２７年１月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
２２kV／１，８００kW／製造業／専任 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＣＶケーブル（３．３kV）／直轄電気関係作業者（５０代）／アークによ
る負傷 
 
【事故概要】 
 事業場廃止に伴い、サブ変送りの不要電線撤去作業を請負業者
が行なっていたところ、ケーブルから火花が出るとの指摘を設置者
の担当者が受けた。 
 設置者の担当者から話を受けた電気主任技術者は、外灯用の電
源が生きていたことから、そのケーブルを切断したものだと思い、外
灯用電源の停止を部下に指示した。 
 指示を受けた作業者は、電源停止後、念のため、ケーブル切断中
に火花が出たと言われた箇所において検電を行おうと低圧用テス
ターをケーブル切断部に当てたところ、アーク放電が発生し、両手の
甲を火傷した。 
 
【原因】 
 請負作業を行なわせた箇所に、活線も混在していたうえ、撤去す
る電線について詳細な打合せが行なわれていなかった。 
 また、電気主任技術者は、請負作業者からの指摘箇所を確認する
ことなく、推測で判断を下していた。 

拡大 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１８ 
【発生年月】 平成２７年１月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６６kV／-kW／鉄道運輸業／専任（統括） 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
６６kV架空送電線／通信設備工事業者（４０代・５０代）／感電負傷 
 
【事故概要】 
 通信会社の二次下請会社が、使用見込みのない電信柱を撤去す
る作業をしていた。 
 作業にあたった班は、６６kV架空送電線が付近にあることを把握し

ていなかったため、クレーンで吊っていた電信柱と送電線が接触し
てしまい、クレーン操作をしていた作業員Ａと、介錯ロープを把持し
ていた作業員Ｂが感電負傷した。 
 
【原因】 
・電信柱撤去作業に係る元請会社と、設置者との送電線近接作業
に関する事前協議が未実施となった。 
（設置者は送電線近傍作業が行なわれる旨の連絡を受けていな
かったため、実作業者に対して事前の注意喚起が未実施となってし
まった。） 
・作業にあたった二次下請会社が、送電線について把握していな
かった。 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例１９ 
【発生年月】 平成２７年２月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／１９５kW／建設業／外部委託 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
仮設分電盤（４００Vブレーカー）／下請建設作業者（電気担当）（５０
代・６０代）／アークによる負傷 
 
【事故概要】 
 設置者から建設工事用タワークレーンの仮設分電盤を撤去するよ
う指示を受けた下請会社の課長は、作業員２名に対してタワーク
レーンが止まる昼休みを利用して、キュービクル側のブレーカーを
切ってから仮設分電盤撤去を行うよう指示した。 
 指示を受けた作業員２名は、昼休み後に当該仮設分電盤を撤去し
ようと４００Vブレーカー１次側端子部にラチェットを当てた際、相間に
触れたため、アークが発生し、２名とも負傷した。 
 
【原因】 
 負傷した２名は、充電中であることを認識していながら、停電を怠
り活線作業にあたってしまった。 

拡大 



平成２６年度の感電又はアークによる死傷事故例２０ 
【発生年月】 平成２７年３月 
 
【受電電圧／最大電力／事業場業態／主任技術者選任形態】 
６．６kV／-kW／鉄道運輸業／兼任 
 
【事故原因電気工作物／被災者概要／被災程度】 
ＶＣＢ（非常用予備発電機盤内）／下請電気関係作業者（６０代）／
感電負傷 
 
【事故概要】 
 設置者から、４日間の工期で非常用発電機設備改修工事（発電機
のオーバーホールと周辺電気工作物のメンテナンス）を請け負った
事業者は、３日目まで予定通りの工程を終えていた。 
 一方、設置者側は、保安規程に基づく年次点検を当該改修工事を
行なっている事業場において実施する計画をしており、改修工事工
程３日目にあたる日に年次点検が実施された。 
（年次点検は夜間行なわれ、当該改修工事と時間的な重複はして
いない） 
 その際、年次点検にあたった作業者が、常時「切」の状態である非
常用発電機盤のＬＢＳを投入したまま復電し、年次点検作業を終え
ていた。 
 翌日、非常用発電機設備改修工事にあたった請負作業者が、盤
内ＶＣＢを引き出し、内部汚損を清掃しようとしたところ、前夜の年次
点検において１次側まで充電されている状態となっていたため、感
電した。 
 
【原因】 
 年次点検復電時に常時「切」となっていなくてはならないＬＢＳを投
入していた。 
 また、被災者の所属する請負事業者は作業前に必ず検電するよう
指示していなかった。 

非常用発電機盤のＬＢＳを投入したため充電される。 

ＶＣＢの設置状況 
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